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１ 神奈川県自治体保健師数の動向
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県 県域市町村 保健所設置市

保健所設置市
1,119人（68％）

県域市町村
390人（24％）

県
124人（8％）

令和4年4月
1,633人

平成22年度まで：本県健康増進課調べ

平成23年度以降：保健師活動領域調査より



２ 都道府県別にみた常勤保健師数

常勤保健師数

人口10万対

総数 順位 政令市・特別区 政令市・特別区
以外

全国 ２７，９７９ ２２．２ ― １４．３ ２９．７

神奈川県 １，２１１ １３．１ ４７ １１．５ １８．５

東京都 １，８２６ １３．２ ４６ １２．８ １４．８

大阪府 １，３７７ １５．６ ４５ １３．５ ２０．４

埼玉県 １，１９８ １６．２ ４４ １３．３ １７．７

愛知県 １，２７７ １７．０ ４３ １２．６ ２１．６

千葉県 １，０９０ １７．３ ４２ １２．８ １９．４

兵庫県 ９９５ １８．１ ４１ １３．５ ２５．０

県内の自治体の保健師数は、全国最下位

※政令市・特別区には、設置する保健所を含む
出典：令和３年度地域保健・健康増進事業報告 ３



４

所 属
保健師数

平成31年度 令和５年度

本庁

健康増進課（健康づくり、母子保健、未病対策、統括保健師） ６ ６
医療保険課 ０ ３
医療危機対策本部室 １ ４
県立病院課 ０ １
がん・疾病対策課 ０ １
次世代育成課 １ １
高齢福祉課 ２ ２
職員厚生課 ０ ２
くらし安全交通課 １ ２

計 １１ ２１

出先機関
保健所（保健福祉事務所４か所 センター４か所）地域統括保健師 ７９ １０２
児童相談所 ５（５か所） ６（６か所）
衛生研究所 １ 1
精神保健福祉センター ４ 4

市町村派遣（６町村） ０ 6

神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター派遣 １ ０

合 計 101 140

３ 神奈川県保健師の配置状況



2023年4月1日現在
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現場で即戦力となる人材を確保

５



６

（１）保健師の保健活動の組織横断的な総合調整及び推進
（２）技術的及び専門的側面からの指導及び調整
（３）人材育成の推進
（４）県保健師の人事・採用等に係る人事部門との調整

統括保健師の役割

〇統括保健師
健康増進課 各保健福祉事務所・センター

対象 副課長 部長または最上席の課長等

内容
県保健師の統括に関すること（総合調整、人材育成、
政令市及び県域市町村の統括保健師等との連携調整）

保健師の統括に関すること（総合調整、人材育成、
市町村の統括保健師等との連携調整）

〇統括保健師の補佐
健康増進課 各保健福祉事務所・センター

対象 技幹 部長または最上席の課長等
内容 統括保健師の補佐に関すること 統括保健師の補佐に関すること

事務分担表への標記

国通知を受け組織内部で配置について検討されていたが、平成28年９月、県看護協会の配置要望
により検討が促され、平成28年９月15日に、健康増進課副課長に「統括保健師」※の名称を、同11
月30日に各保健福祉事務所・センターにおいて、部長あるいは課長の職にある保健師に「地域統括

保健師」※の名称を付与することとなる。 ※「神奈川県職員の呼称の使用に関する要綱」に基づき呼称使用

５ 神奈川県における統括保健師配置について



７

◆県・保健所政令市保健師連絡会議（要項準則 平成26年4月1日施行）
神奈川県内の保健師活動の円滑な実施や連携を推進するため、県と県内の保健所政令市が情

報交換や事業等の検討を行うことを目的に、連絡会議を設置する。

＊連絡会議は、当番自治体により運営を行う

６－１ 県・市町村保健師との連携に関する会議等

◆保健福祉事務所・センター地域保健師業務連絡会（平成９年～）
県及び市町村の保健福祉における保健師業務の情報交換をとおして、地域保健福祉活動に

おける相互の役割分担を果たしながら、住民サービスの効果的な遂行を図るとともに、保健

福祉業務に従事する保健師の質の向上を図ることを目的とする

（構成）保健福祉事務所：所長、企画調整課長、企画調整課保健師、保健福祉部長、

保健福祉課長、保健予防課長、両課保健師の代表

市町村：地域保健福祉活動を主管する部長、課長、主務係長及び保健師



８

◆平成30年度市町村における保健師の人材確保に関する意見交換会（平成30年7月5日）
「行政サービスの持続可能な提供体制の構築に向けた今後の取組みについて」が県の重要課題

となり、その一環として「保健師の人材確保に関する課題及び取組み」について意見交換を実施。
情報交換のテーマ：人事交流の強化、研修の共同化、採用情報の共同発信

・毎年保健師の離職が続いている
・保健師の定数は不足、人事交流は行いたいができない状況
・人材確保の共同発信はぜひ一緒にやりたい

６－２ 県・市町村保健師との連携に関する会議等

・人材育成も共通の課題
・県と市がつながることの必
要性を認識

・市町村間の情報交換も必要

人材確保という共通の
課題を共有

◆令和元年度市町村保健師管理者能力育成研修の打合せ（令和元年5月14日）
出席者：厚生労働省健康局健康課保健指導室長、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、県
内容：●研修内容の検討

●情報交換
・県と市のつながりは大切
・他の市町村を知ることは、自分の市を知ることに
つながる

・次期管理期の研修は必要であるが、市独自では行
えていない

・研修による業務負担の増大は困る。主催は難しいが
協力は可



９

【実施状況】 日 時 内 容

令和元年５月20日 （１）平成31年度保健師中央会議の報告
（２）人材確保について
（３）統括保健師の配置について
（４）研修について
（５）意見交換 「保健活動の課題への指導・助言に関する取組み

～統括保健師として組織横断的な立場から～」

令和５年４月27日 （１）保健師の人材確保・育成について
・統括保健師の配置が求められた背景
・神奈川県の保健師数の動向と全国比較・課題
・神奈川県の人材確保の取り組み

（２）各自治体における保健師の人材確保について（情報交換）

◆県・市町村統括保健師（統括的役割を担う保健師）連絡会（令和元年～）
今後の効果的な保健師活動の推進につなげるため、県内市町村及び県における統括保健師

（統括的役割を担う保健師）の役割や人材育成等について状況を共有し、課題の検討や今後

の方向性等について意見交換を行う

６－３ 県・市町村保健師との連携に関する会議等

共通課題をテーマに連絡会を開催
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７ 人材確保に関する県・市町村と連携した取組み① 連携で得られた成果
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７ 人材確保に関する県・市町村と連携した取組み①

県内自治体の採用情報を
集約（随時更新）
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７ 人材確保に関する県・市町村と連携した取組み②

神奈川県内行政保健師採用情報リーフレット(年2回発行）
県内自治体の採用

情報を集約
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７ 人材確保に関する県・市町村と連携した取組み③

県・市町村合同就職説明会・仕事説明会

名称 目的 内容 方法
保健師養成大学との

連携
実績

市町村合同
就職説明会

学生等に対して、
県内各自治体の保
健師の仕事の魅力、
採用情報を提供し、
各自治体の人材確
保につなげる

・各自治体の保健
師活動等や採用情
報紹介
・座談会

オンライン
＊今後はハイ
ブリッド開催
などを検討

・神奈川県立保健福祉
大学は基幹校として毎
回協力いただき、さら
に県内大学１校に輪番
にて協力いただく
・プログラムの企画や
チラシの作成・周知
・当日のオンライン環
境の設定や操作、進行
の補助等

令和４年３月
・参加自治体 県、17市町村
・参加者（学生・社会人）174名
令和５年３月
・参加自治体 県、18市町村
・参加者（学生・社会人）91名

仕事説明会 看護を学ぶ学生等
に対して、自治体
で働く保健師の仕
事と魅力等を発信
し、自治体保健師
への理解や関心を
高め、人材確保に
役立てる

・母子保健や成人
保健等の分野別保
健師活動を紹介
・各自治体の保健
師活動等紹介
・座談会

令和３年８月
・参加自治体 県、18市町村
・参加者（学生・社会人）79名
令和４年８月
・参加自治体 県、20市町村
・参加者（学生・社会人）92名

県と保健師養成大学との共催
県・市町村が合同で就職・仕事説明
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対 象 50人／年

将来、県内自治体において保健師の業務に従事する者（学校は

県内外を問わず)

貸付金 月額４万円(年額48万円)

貸付期間 ２年間

返済免除 県内自治体において従事した期間が、５年間に達したときは、

修学資金の返還債務を免除

７ 人材確保に関する県・市町村と連携した取組み④

保健師修学資金貸付金制度の創設（令和5年度～） 新規で創設



８ 新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルと保健所連携①

●令和２年１月１５日に本県において国内初の新型コロナウイルス感染症の感染者が確認され、その後、ダイヤ

モンド・プリンセス号での経験を元に、医療提供体制の神奈川モデルを整備し、様々な施策を行った。

●医療機関と保健所のひっ迫を防ぐために、当初からICTの活用を基盤とし療養者の健康観察、夜間の入院調整

等業務を県で集中化し、保健所が積極的疫学調査等重要な業務に集中できるような体制を整備してきた。

●様々な施策をスピーディーに展開するにあたって、県医療機器対策本部室では、感染症法では同等の権限を持

つ県内６つの保健所設置市保健所や、県所管域保健所と密に連携を図ってきた。

神奈川モデルの概略図 神奈川県におけるコロナ対応体制（令和４年度）

15



16

(参考）神奈川県のコロナ対策
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８ 新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルと保健所連携②

保健所等会議の主な内容

• 新しい方針の決定

医療体制、療養体制等新しい取組み

• 具体的な運用の共有

運用内容や各保健所の基準、ルールの確認

• 各保健所の現状の共有

各保健所での患者数や対応状況、課題等を共有

保健所等（保健所設置市、県域保健所会議、保健
所長会議）会議の実施状況

新しい方針や運用の大きな変更の際には専門家会議で方針を決定し、具体的な運用については保健所等会議
で方向性の共有や現場の状況に合わせ議論を重ね、各現場で対応が統一されるよう保健所対応手引きの作成
等を含め通知で周知を繰り返した。
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●新型コロナウイルス感染症相談ダイヤルの立ち上げ

●地域統括保健師との連携により、業務ひっ迫状況に応じた
体制の強化、人事所管課との調整による全庁応援体制へ

●ICTを活用した療養者の健康観察を、当初、県に集約
健康観察や宿泊療養の看護体制立ち上げについて、
政令市保健師応援体制を構築
保健所設置市統括保健師と連絡調整

９ 新型コロナウイルス感染症の神奈川モデルの中での統括保健師の役割

県・保健所設置市統括保健師の
顔の見える関係が、コロナ対策で
活かされた
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10 まとめ 「統括保健師間のネットワークづくり」

～市町村統括保健師との連携～

●対面する場の設定（会議等に限らず、日ごろから）

●共通の課題を共有（人材確保・育成、災害時の対応等）

●課題解決に向けて、県はリーダーシップを図りながら、出来るところから
積極的に取り組む

●県域市町村については、保健福祉事務所・センターの地域統括保健師と連携
し、地域の課題に応じた支援

●県・市町村統括保健師の顔の見える関係が、新型コロナウイルス感染症
（有事）でのスムーズな連携に活かされた



ご清聴ありがとうございました

「神奈川県保健師ナビ」


